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各種事務事業の取扱い（財政関係） 

 

 

 

各種事務事業の取扱い（財政関係）について提案する。 
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協議項目 ２６－２－９  各種事務事業の取扱い（財政関係） 

 

合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

協 議 調 書 

（ 総 括 表 ） 

協議項目 ２６－２－９ 各種事務事業の取扱い（財政関係） 所  管 行財政専門部会 

調整の内容  合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

 

区      分 具 体 の 取 扱 い 

１．財政計画 合併時に実施計画と合わせ策定するものとする。 

２．一部事務組合等 石狩市において引き続き加入するものとし、厚田村及び浜益村の加入団体は脱退するものとする。 

３．附属機関等 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

４．財政関係事務 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 



 

（ 個 表 ） 

１．財政計画（第６回現況調書１ページ参照） 

 

２．一部事務組合等（第６回現況調書２ページ参照） 

 

３．附属機関等（第６回現況調書３ページ参照） 

 

 ４．財政関係事務（第６回現況調書４～１７ページ参照） 

    ３市村において、事務内容に大きな差異がないことから、合併時に石狩の制度に合わせるものとする。 

 

区  分 石 狩 市 厚 田 村 浜 益 村 具体の取扱い 

財 政 計 画 石狩市財政計画 該当なし 浜益村財政計画 合併時に実施計画と合

わせ策定するものとす

る。 

区  分 石 狩 市 厚 田 村 浜 益 村 具体の取扱い 

一部事務組合 北海道市町村備荒資金組合 北海道市町村備荒資金組合 北海道市町村備荒資金組合 石狩市において引き続

き加入するものとし、

厚田村及び浜益村の加

入団体は脱退するもの

とする。 

区  分 石 狩 市 厚 田 村 浜 益 村 具体の取扱い 

附属機関等 石狩市使用料・手数料等審議会 

石狩市使用料・手数料等検討委員会 

該当なし 該当なし 合併時に石狩市の制度

に合わせるものとす

る。 


